
　皆さんから納めていただいた税金や国・県からの支出金は、皆さんの生活環境をより良くす
るためにさまざまな形で使われています。
　今回は、市の一般会計における平成19年４月１日から20年３月31日までの１年間の収入支
出の状況をお知らせします。さらに９ページでは本年から新しく算定することとなりました健
全化判断比率等の状況についてもお知らせします。

市の収入総額 億 , 万 千円

36億6,378万1千円
市民税、固定資産税、軽自動
車税など

市税 13%

9億720万円
事業実施にあたり受益者から徴
収するもの、使用料や証明書な
どを交付する際の手数料など

分担金および使用料など 3%

5億5,745万4千円
前年度から繰り越しされたもの

繰越金 2%

16億3,587万8千円
繰入金、財産収入・寄付金、諸
収入など

その他 6%

128億7,229万7千円
地方自治体が全国水準の行政を
行えるように交付されたもの

地方交付税 46%

25億5,858万2千円
国が認める事業費に対し、国
から交付されるもの

国庫支出金 9%
23億2,306万1千円
県が認める事業費に対し、県
から交付されるもの

県支出金 8%

24億9,620万円
事業を行うために借りたもの

市債 9%

9億9,822万3千円
国または県が徴収した税金か
ら一定割合で譲与されるもの

地方譲与税等 4%

依存財源  76%
地方交付税や県補助金など、国や県の意思により、定められた額を
交付されたり割り当てられたりする収入

自主財源  24%
市税や施設使用料、住民票発行手数料など、市が自主的に得る収入

依存財源
212億4,836万3千円

依存財源
212億4,836万3千円

自主財源
67億6,431万3千円

自主財源
67億6,431万3千円

55億5,751万円3千円
職員や特別職の給与、議員や各
種委員の報酬など

人件費 20.2%

29億813万6千円
市の施設の維持、補修に要す
る経費

維持補修費
物件費 10.5%

20億8,747万9千円
各事業や団体への補助金・負
担金に要する経費

補助費等 7.6%

38億4,217万1千円
児童手当や医療費、生活保護
などに要する経費

扶助費 13.9%

56億198万4千円
道路や学校などの公共施設の
建設整備等のために借り入れ
た借金の返済に要する経費　

公債費 20.3%

33億9,496万5千円
道路、学校、海岸保全などの
建設に要する経費
自然災害などにより被災した施
設などの復旧に要する経費

普通建設事業費
災害復旧事業費 12.4%

7億4,739万6千円
投資および出資金・貸付金、積立金 2.7%

34億1,576万9千円
国民健康保険や老人保健、水道事業など
特別会計へ繰り出す経費

繰出金 12.4%

義務的経費  54.4%
歳出のうち支出が義務付けられ、任意に節減できない経費　 道路、学校、海岸保全などの建設、災害復旧に要する経費

投資的経費  12.4%

その他の経費  15.1%
国民健康保険・老人保健、水道事業など特別会計への繰出金や基金
への積み立てに要する経費

業務委託料・使用料、施設の維持・補修、各事業や団体への補助
金・負担金に要する経費

消費的経費  18.1%

義務的経費
150億166万8千円

義務的経費
150億166万8千円

投資的経費
33億9,496万5千円

投資的経費
33億9,496万5千円

消費的経費
49億9,561万5千円
消費的経費
49億9,561万5千円

その他の経費
41億6,316万5千円

その他の経費
41億6,316万5千円

市の支出総額 億 , 万 千円
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健全化判断比率等の対象となる会計
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　昨年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、県や市町村は毎年度、決算の際に、
健全化判断比率等（健全化判断比率および資金不足比率）を算定し、監査委員の審査に付したうえで議会に
報告、公表するように決まりました。
　本市の数値は、次のとおりいずれも国の定める基準を下回っており、財政が健全に運営されていることを

■健全化判断比率
　健全化判断比率には、次の４つの指標
があります。

■資金不足比率
　各公営企業の資金不足額が、事業の規
模に対してどれくらいの割合になるかを
示します。

実質赤字比率
　一般会計の実質的な赤字額が、標
準的な収入に対してどれくらいの
割合になるかを示します。　　　　

連結実質赤字比率
　全会計の実質的な赤字額が、標準
的な収入に対してどれくらいの割合
になるかを示します。　　　　　　

実質公債費比率
　一般会計等の実質的な借入金の返
済額が、標準的な収入に対してどれ
くらいの割合になるかを示します。

将来負担比率
　一般会計等が抱える実質的な負債
の残高が、標準的な収入に対してど
れくらいの割合になるかを示します。

　健全化判断比率等が早期健全化基準（経営健全化基準）以上の場合、議会の議決を経て財政
健全化計画を定め、財政の健全化に向けて計画的に取り組まなければなりません。
　さらに、財政再生基準以上の場合には、議会の議決を経て財政再生計画を定め、総務大臣の
同意を得なければ、一部を除き地方債を借りることもできなくなります。

健全化段階 早期健全化段階 再生段階健全化段階

南島原市は
赤　字　額

南島原市は
連結赤字額

12.61％ 20％

17.61％ 40％

25％

14.4％

350％

64.2％

35％

20％
なし

なし

なし

南島原市は
資金不足額

南島原市

南島原市

早期健全化段階
早期健全化基準

経営健全化基準

財政再生基準
再生段階

（※1）

（※2）

（※1）国が定める標準的な収入の金額によって
　　　  毎年基準が変わります。
（※1）国が定める標準的な収入の金額によって
　　　  毎年基準が変わります。

（※2）（※1）の数値に５％を加えて得た数値と
　　　　なります。

南島原市の平成19年度の決算について南島原市の健全化判断比率等の状況（平成19年度決算）
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